
白老港  港湾施設使用料  
 

（令和６年４月１日から）  

  白老港港湾管理者   

けい留施設使用料  

船  種  区                分  使用料  

商船  総トン数１トン当たり  ２４時間までごとに  
内航船舶  ９ .９０  円  

外航船舶  ９  円  

作業船  

漁船  

その他船舶  

期間を定めて使用する船舶  

 動力船   
別表のとおり  

無動力船  （総トン数１トン未満のものを除く。）  

期間を定めないで使用する船舶等  （無動力船については、総トン数１トン未満のものを除く。）  

  動力船  総トン数１トン当たり  ２４時間までごとに  ５９ .４０  円  

無動力船  総トン数１トン当たり  ２４時間までごとに  ２７ .５０  円  

いかだ  １㎡当たり  ２４時間までごとに  ２５ .３０  円  

 

船舶給水施設使用料  

区                     分  使用料  

水量１㎥につき  ４６０  円  

 

 

港湾施設用地等使用料  

区                    分  使用料  

港湾施設用地  

野積場  

漁港区  １㎡１日までごとに  １ .１０  円  

商港区  

  
一般使用料  

初日から１５日まで  １㎡１日までごとに  ２ .２０  円  

１６日以降  １㎡１日までごとに  ３ .３０  円  

専用使用料   １㎡１月につき  ６６  円  

工作物の設 置

に係 る 占 用 の

場合  

建造工作物  

（外径が０ .４

ｍ以上の管

を含む。）  

１㎡１年につき  

近傍類似の土地の１㎡当たりの価格  （地方税法（昭和２５年法律第

２２６号 ）第３４９条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格を

いう。以下「近傍価格」という。）  に６/１００を乗じて得た額  （１月未満の

占用にあっては、その額に１１０/１００を乗じて得た額）  （その額が２０円

に満たない場合は、２０円）         令和６年度単価  ８１円 /㎡  

区        分  単   位  １月以上の占用  １月未満の占用  

第１種  電柱  １本１年につき  ７７０  円  ８４７  円  

第２種  電柱  １本１年につき  １，２００  円  １，３２０  円  

第３種  電柱  １本１年につき  １，６００  円  １，７６０  円  

第１種  電話柱  １本１年につき  ６９０  円  ７５９  円  

第２種  電話柱  １本１年につき  １，１００  円  １，２１０  円  

 



白老港  港湾施設使用料  
 

（令和２年４月１日から）  

白老港港湾管理者    

港湾施設用地等使用料  

工作物の設 置

に係 る 占 用 の

場合  

区        分  単   位  １月以上の占用  １月未満の占用  

第３種  電話柱  １本１年につき  １，５００  円  １，６５０  円  

その他の柱類  １本１年につき  ５３  円  ５８ .３０  円  

共架電線その他上空に設ける線類  １ｍ１年につき  ７  円  ７ .７０  円  

鉄塔  １基１年につき  １，１００  円  １，２１０  円  

管の埋設  （外径が０ .４ｍ未満のものに限る。）  

  外径  ０ .１ｍ未満  １ｍ１年につき  ３６  円  ３９ .６０  円  

外径  ０ .１ｍ以上０ .１５ｍ未満  １ｍ１年につき  ５３  円  ５８ .３０  円  

外径  ０ .１５ｍ以上０ .２ｍ未満  １ｍ１年につき  ７１  円  ７８ .１０  円  

外径  ０ .２ｍ以上  １ｍ１年につき  １４０  円  １５４  円  

その他 の占 用

の場合  
１㎡１年につき  

近傍価格に４/１００を乗じて得た額  (１月未満の占用にあっては、その額に１１０/１００

を乗じて得た額 ) (その額が１０円に満たない場合にあっては、１０円 )  

 

上屋施設使用料  

区                     分  使用料  

一般使用料  

初日から  ３日まで  １㎡１日までごとに  １７ .９  円  

４日以降１５日まで  １㎡１日までごとに  ５３ .７  円  

１６日以降３０日まで  １㎡１日までごとに  １０７ .５  円  

３１日以降  １㎡１日までごとに  ２１５ .１  円  

専用使用料   １㎡１月につき  ５４５ .６  円  

 


